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　船揚場を使用したい期間（以下、「使用期間」という。）は、土曜日から翌週の金曜日
までを１単位とする。
　受付期間は、使用期間の始まる日の前々週の金曜日から、10日後の月曜日まで。
ただし、受付期間最終日となる月曜日が祝日の場合は、翌日の火曜日までとする。
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…以降の使用希望も同様。


